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国民健康保険からのお知らせ

■どこで利用できるの？
　マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局
は、右のステッカーやポスターが目印です。利用できる医療機関・薬局は、
厚生労働省ホームページでご確認ください。
※マイナンバーカードの保険証利用が開始されても、これまでどおり保険証も利用できます。

■どんないいことが！？
　①健康保険証としてずっと使える！
　　就職や転職、引越ししても保険証の切替えを待たずにカードで受診できます。
　　※国保への加入・脱退等の届出は引き続き必要です。

　②カードリーダーにかざして、医療保険の資格確認がスムーズに！

　③手続きなしで限度額以上の一時的な支払が不要に！　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払が免除されます。

　④健康管理や医療の質が向上！
　　マイナポータルで、自分の特定健診情報や薬剤情報、医療費情報（11 月開始予定）を確認できます。また、
　　本人が同意をすれば、初めての医療機関等でも、今までに使った薬剤情報や特定健診情報が医師等と共有できます。

■事前準備が必要です！
　１ まずは、マイナンバーカードを取得しましょう。
　　 スマートフォン・パソコン・証明用写真機・郵便などの方法で申請できます。
　　 利用できる医療機関・薬局は順次増えていきますので、マイナンバーカードを準備しておきましょう。

　２ 健康保険証利用の申込をしましょう！
　　 マイナポータルやセブン銀行の ATM で申し込みできます。

　　 事前準備（マイナポータルでの申込方法）
　　 ①事前に準備するもの…申込者のマイナンバーカードと数字４桁の暗証番号（パスワード）
　　　 ※必要となるパスワードは、利用者自身がマイナンバーカードを役場住民課で受け取った際に、利用者証明用電子証明書に設定した
　　　 　数字４桁のパスワードのことです。パスワードを忘れた場合は、住民課の窓口でパスワードの再設定手続きを行ってください。

　　 ②マイナンバーカード読取対応のスマートフォン（又はパソコンと IC カードリーダー）

　　 ③利用するブラウザ用のマイナポータル AP のインストール

　　 ⇒①～③の事前準備が完了したら、スマートフォン（マイナポータル AP）又はパソコン（マイナポータルサイト）
　　　 から申込手続きを行ってください。

■マイナンバー制度・マイナンバーカードについてのお問合せ
　マイナンバー総合フリーダイヤル…☎ 0120 － 95 － 0178
　受付時間（年末年始を除く）…平日 9：30 ～ 20：00　土日祝 9：30 ～ 17：30

住民課では、マイナンバーカードの健康保険証利用申込について、スマートフォン等の操作に不安がある方のために、窓口に設置
している端末を使って申込支援を行っています。また、平日の業務時間内にマイナンバーカードの受け取りに来られない方のために、
休日交付窓口を開設しています。ぜひお気軽にご利用ください。

お問合せ
マイナンバーカード交付申請関係 住民課戸籍住民班

☎ 62 － 2111
内線（112～ 114）

マイナンバーカード保険証利用関係 住 民 課 国 保 班 内線（115～ 117）

紛失・盗難によるマイナンバー
カードの一時利用停止については
24 時間 365 日受付！



令和 4 年 3 月末で閉校となる青森県立五戸高等学校の閉校式が令和 3 年 11 月 6 日（土）に挙行されました。
最後の 3 年生 45 名や教職員をはじめ、来賓・PTA・OB の総勢 143 名が創立 93 年の歴史を偲びました。
なお、五戸ちゃんねるでは式典の様子や生徒及び職員へのインタビュー映像を放映する予定となっております。

■メッセージ募集のお知らせ
広報ごのへまちでは五戸高校の閉校に際し、皆さまからのメッセージを募集いたします。
①ご氏名（ニックネーム可）②年齢③メッセージを明記し、メール・ファックス・又は葉書でご応募いただくか、
役場総合政策課までご持参ください。皆さまのあたたかいメッセージや思い出のエピソードをお待ちしています。
※ご応募いただいたメッセージは広報ごのへまちや五戸ちゃんねるでご紹介させていただくことがあります。
皆さまからの温かいメッセージや懐かしいエピソードをお待ちしております。
〒039－1513　五戸町字古舘 21 番地 1　五戸町役場　総合政策課　宛
TEL：0178－62－7952（直通）　FAX：0178－62－6317　Mail：koho@town.gonohe.aomori.jp

清川 和幸 校長
　自主・自律・協同の 3 綱領に基づく教育の実践により、
昨年度までに 1 万 1845 人を社会に送り出してきました。
　五戸高校が閉校してもかけがえのない青春時代を共に
過ごした仲間との絆は、いつまでも同窓生の皆様の心に
生き続けるに違いありません。今年度卒業する 45 名の
生徒については、これまでに築かれてきた伝統をしっか
りと受け止め、最後の五戸高校生として、同窓会の発展
に寄与してほしいと考えています。
　五戸高校の創設以来、今日まで本校を見守り、多くの励まし、ご支援・ご協力をいただいた
後援会、同窓会、父母と教師の会、PTA・OB 会、そして地域の皆様に感謝いたします。

佐藤 勉子 先生
　五戸高校 10 年目になりま
す。生徒と保護者・地域の方
が一体となって五高祭や体育
祭等の行事に取り組めたこと
が思い出に残っています。

生徒会長 船場 真柊 君
　入学してから今日まで、地域の方々に支えていただき
ながら、心身ともに大きく成長することができました。
五戸川清掃の行事や移山寮での紫蘇の実採り体験、イン
ターンシップを通して、今まで以上に「地元で頑張りたい」
と強く思えるようになりました。入学したときは全校で
138 名、昨年の 4 月は 97 名の生徒がいました。先輩方が
卒業する姿を見送るたびに、「閉校」の 2 文字を思わずには
いられない日々を過ごしてきました。私たちは最後の

卒業生として「自主・自立・協同」の三綱領を背負い、五戸高校生としての誇りをもって残りの
時間を過ごしていきたいと思います。五戸高校はなくなりますが、先輩方とともに築いてきた
軌跡がなくなることは永遠にありません。
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　町条例により、　令和 3 年度の財政状況を公表し、併せて令和 2 年度の決算の状況をお知らせします。
　令和 2 年度の一般会計決算状況は、歳入 114 億 1,790 万円、歳出 111 億 8,931 万円で、歳入歳出
差し引き 2 億 2,859 万円の剰余金が生じました。この額から翌年度へ繰り越すべき財源 827 万円を
差し引いた実質収支額は、2 億 2,032 万円の黒字となりました。

一般会計歳出　111 億 8,931 万円
【民生費】障がい者、高齢者に対する福祉の充実や子育て支援

などの経費。
【教育費】小中学校・公民館・図書館・スポーツ施設の管理・運営、

生涯学習の推進、文化財の保護などのための経費。
【公債費】事業を行うために借りたお金（町債）の元金と利息

を返済するための経費。
【総務費】庁舎の管理・運営、徴税・戸籍関係事務、選挙、

統計調査、国際交流・広報、コミュニティの推進
などのための経費。

【衛生費】予防接種、環境対策などのための経費。
【土木費】道路・公園・河川の整備、都市計画などのための経費。
【農林水産業費】農林畜産業振興のための支援や生産基盤整備

などの経費。
【消防費】防火・消火活動、救急・防災活動、消防車両の整備

などのための経費。
【議会費】議会運営のための経費。
【その他】商工業の振興、観光活性化などのための商工費。

雇用対策などのための労働費。災害を受けた施設の
復旧のための災害復旧費。

五戸町の家計簿 令和 2 年度の一般会計決算を、一般家庭の家計簿に当てはめてみました。
年間の世帯総収入が 500 万円の家族だとすると・・・

収　　入 支　　出
●自分たちで賄ったお金【自主財源】 食 費【人件費】 50 万円
給 料【町税】 63 万円 医療費・教育費など【扶助費】 66 万円
定 期 預 金 の 解 約【繰入金】 9 万円 ロ ー ン の 返 済【公債費】 45 万円
パ ー ト 収 入【使用料・手数料、分担金・負担金】 5 万円 光 熱 水 費・ 日 用 品【物件費】 65 万円
去 年 の 残 り【繰越金】 2 万円 家 や 家 電 の 修 理【維持修繕費】 7 万円
不 動 産 収 入、
お 祝、 利 子 な ど【財産収入、寄附金、雑収入】 20 万円 保 険 料、 町 内 会 費、

子 ど も の 小 遣 い 等【補助費等】 156 万円

小 計 99 万円 預 金【積立金】 9 万円
●ほかに頼ったお金【依存財源】 友 人 へ の 融 資【投資、出資金、貸付金】 14 万円
親 か ら の 援 助【地方交付税、国・県支出金など】 372 万円 子 ど も へ の 仕 送 り【繰出金】 54 万円
ロ ー ン 借 入【町債】 29 万円 家 の 増 改 築【普通建設費、災害復旧事業費】 24 万円
小 計 401 万円
合 計 500 万円 合 計 490 万円

　町の家計簿を見ると 500 万円の収入のうち、給料など自分たちで賄ったお金（町税、使用料、財産収入）は、 
わずか 88 万円で全体の２割程度。残りは親からの援助（地方交付税等）や借金（町債）などに頼っています。

　平成 19 年 6 月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、平成 20 年度一部施行、平成 21 年度に全面施行となりました。この法律に基づき、毎年度「健全化判断比率」
及び「資金不足比率」を算定し、町監査委員の審査を受け、その意見書を付けて議会に報告するとともに、町民の皆さまへ公表することが義務付けられました。
　公表する比率は、①健全化判断比率と②資金不足比率があり、健全化判断比率は、「実質赤字比率」「連結実質赤字比率」「実質公債費比率」「将来負担比率」の 4 つの指標からなり、
早期健全化基準を下回っている比率であれば、健全財政といえます。また、資金不足比率は、病院事業や下水道事業など公営企業の資金不足比率が経営健全化基準を下回っている比率で
あれば、公営企業の経営状況は健全といえます。五戸町の令和 2 年度決算に基づく比率は次の表のとおり、いずれの比率においても早期健全化基準及び経営健全化基準の比率を下回って
いるため、健全財政であるといえます。

◆健全化判断比率（令和 2年度決算に基づく財政の健全化判断比率）
五戸町健全化判断比率

早期健全化基準 財政再生基準
R1 R2

① 実 質 赤 字 比 率 － －  14.39% 20.00%
②連結実質赤字比率 － －  19.39% 30.00%
③ 実 質 公 債 費 比 率 9.7% 9.4%  25.0 %  35.0 %
④ 将 来 負 担 比 率 26.5% 19.1% 350.0 %

※実質赤字比率、連結赤字比率は黒字であるため「－」を記載しています。

◆資金不足比率（令和 2年度公営企業決算に基づく経営の資本不足比率）

特別会計の名称
資金不足比率

経営健全化基準
R1 R2

病 院 事 業 会 計 0.3 －

20.0%
下 水 道 事 業 特 別 会 計 － －
農 業 集 落 排 水 処 理 施 設 事 業 特 別 会 計 － －
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 － －
住 宅 用 地 造 成 事 業 等 特 別 会 計 － －

※資金不足比率の資金不足がない箇所は「－」を記載しています。

①【実質赤字比率】一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模（標準税収入額＋普通地方交付税額＋地方譲与税）に対する比率です。
②【連結実質赤字比率】普通会計のほか国民健康保険事業や病院事業、下水道事業など全ての会計を合計した赤字額等の標準財政規模に対する比率です。
③【実質公債費比率】借入した地方債の返済額やそれに準ずるものの支払額を合計したとき、普通会計でどれだけ負担しているかという比率です。（３ヵ年平均）
④【将来負担比率】普通会計及び特別会計の借入残高や一部事務組合への負担見込額などを合計し、将来どれくらいの負担が見込まれるかという比率です。
⑤【資金不足比率】公営企業それぞれの事業規模に対してどれくらいの資金不足があるかという比率です。

目的別

消防費　            3 億 6,781 万円（3.3%）
商工費　　　　1 億 7,978 万円（1.6%）
議会費 9,167 万円（0.8%）
災害復旧費　　　　2,703 万円（0.2%）
その他 　　3 万円（0.0%）

公債費
　10 億 2,603 万円（9.2%）

農林水産業費
　4 億 4,850 万円（4.0%）

民生費
　27 億 2,043 万円（24.3%）

教育費
　10 億 2,771 万円（9.2%）

衛生費
　15 億 8,301 万円（14.1%）

土木費
　7 億 4,576 万円（6.7%） 総務費

　29 億 7,155 万円（26.6%）



町税

繰入金

その他
地方譲与税

国・県支出金

町債

地方交付税

その他

国から交付される
使い道自由なお金
43億674万円　37.7%

国や県から交付される
使い道を指定されるお金
36億7,120万円　32.2%

借り入れ金
6億7,020万円　5.9%

皆さんが納めた税金
14億3,240万円　12.5%

特別会計からの繰入れなど
2億912万円　1.8%

分担金・負担金、使用料・手数料
財産収入、繰越金、寄附金、諸収入
6億77万円　5.3%

国から一定の基準に従って配分されるお金
1億3,398万円　1.2%

その他の交付金など
3億9,349万円　3.4%
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決　算令和２ 年 度

五 戸 町 の 財 政 状 況
一般会計歳入　114 億 1,790 万円

町の財産（令和2年度末現在） 公債費（借入金残高）令和2年度末現在
一 般 会 計 介護保険特別会計 簡易水道事業特別会計

土　　地…………… 12,838,327㎡ 介護給付費準備基金… 2 億 3,732 万円 土 　 　 地 ………………16,053㎡
建　　物……………… 121,275㎡ 建 　 　 物 ………………… 481㎡
有価証券、出資金、債権… 10 億 6,043 万円
財政調整基金……19 億 9,137 万円 下水道事業特別会計
減 債 基 金 ……… 6 億 7,451 万円 下水道事業整備基金… 2,535 万円 住宅用地造成事業等特別会計
土地開発基金（土地含）… 1 億 4,578 万円 土　　地……………………123㎡
その他の基金…… 16 億 5,262 万円

農業集落排水処理施設事業特別会計
土　　地………………… 8,330㎡ ケーブルテレビ事業特別会計

国民健康保険特別会計 建　　物………………… 1,091㎡ ケーブルテレビ事業基金… 3,739 万円
財政調整基金……3 億 1,281 万円 農業集落排水事業減債基金…228 万円

※各基金については、令和 3 年 5 月末日時
点での金額です。高額療養費貸付基金……509 万円

一 般 会 計 ……106 億 3,280 万円

下水道事業特別会計……24 億 1,338 万円

農業集落排水処理施設事業特別会計…5 億 6,421 万円

簡易水道事業特別会計……1 億 5,886 万円

病院事業会計……18 億 6,493 万円

総 　 　 額 ……156 億 3,418 万円

特別会計 （単位：万円）
会計名 歳入 歳出

後期高齢者医療 4億 7,856 4 億 7,564
国民健康保険 21 億 6,302 21 億 5,340
介 護 保 険 24 億 4,714 23 億 1,754
下 水 道 事 業 3億 418 3 億 163
農業集落排水処理施設事業 1 億 1,830 1 億 1,669
簡易水道事業 8,864 8,755
住宅用地造成事業等 447 435
ケーブルテレビ事業 3,117 3,065

病院事業会計 （単位：万円）
区分 収入 支出

収　益　的 25億 9,062 25 億 7,264
資　本　的 3億 8,606 5 億 8,767

※収益的収入・支出…営業的な経費
※資本的収入・支出…建物の建設費など

※町民一人当たりが納めたお金・一人当たりに使われたお金は、町税額（14 億 3,240 万円）及び一
般会計歳出総額（111 億 8,931 万円）を令和 3 年 3 月末現在の人口（16,571 人）、世帯数（7,010 世帯）
で割ったものです。

町民一人当たりに使われたお金
675,235円

（1世帯当たり1,596,193円）

町民一人当たりが納めたお金
86,440円

（1世帯当たり204,336円）

依 存 財 源
国や県などからの収入
91 億 7,561 万円 80.4%

自 主 財 源
町 が 集 め る 収 入
22 億 4,229 万円 19.6%



特　別　会　計
予算額 収入済額 収入執行率 支出済額 支出執行率

後 期 高 齢 者 医 療 4億 5,584 万円 2億 8,261 万円 62.0% 1 億 5,850 万円 34.8%

国 民 健 康 保 険 21 億 7,212 万円 9億 4,420 万円 43.5% 8 億 1,810 万円 37.7%

介 護 保 険 23 億 5,295 万円 11 億 2,092 万円 47.6% 9 億 7,875 万円 41.6%

下 水 道 事 業 3億 9,191 万円 2億 5,936 万円 66.2% 1 億 4,666 万円 37.4%

農 業 集 落 排 水
処 理 施 設 事 業 1億 4,136 万円 1億 373 万円 73.4% 4,390 万円 31.1%

浄 化 槽 事 業 4,346 万円 1,521 万円 35.0% 537 万円 12.4%

簡 易 水 道 事 業 8,769 万円 4,529 万円 51.6% 3,158 万円 36.0%

住 宅 用 地 造 成 事 業 2,859 万円 2,512 万円 87.9% 715 万円 25.0%

五戸ケーブルテレビ事業 2,787 万円 2,009 万円 72.1% 426 万円 15.3%
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　令和 3 年度の一般会計予算は、9 月 30 日現在で、93 億 5,219 万円で、
予算の執行率は歳入で 54.1％、歳出で 42.4％となっています。

一般会計歳入歳出　93 億 5,219 万円

商工費
　1 億 495 万円（1.1％）　　　議会費　 　　9,418 万円（1.0％）

         災害復旧費　 　　 95 万円（0.0％）
　　　その他 506 万円（0.1％）

歳　出

土木費
　8 億 2,949 万円（8.9％）

衛生費
　14 億 6,630 万円（15.7％）

総務費
　13 億 6,738 万円（14.6％）

教育費
　9 億 2,923 万円（9.9％）

民生費
　26 億 225 万円（27.8％）

消防費
　4 億 2,508 万円（4.6％）

農林水産業費
　4 億 8,990 万円（5.2％）

公債費
　10 億 3,742 万円（11.1％）

地方譲与税
　1億 2,213 万円（1.3％）

町債　6億 4,090 万円（6.9％）

繰入金　2億 9,068 万円（3.1％）

その他
　7億 7,633 万円（8.3％）

地方交付税
　44 億 794 万円（47.1％）

町税
　13 億 4,377 万円（14.4％）

国・県支出金
　17 億 7,044 万円（18.9％）

歳　入

町民一人当たりが納める町の税金

81,673 円
（1世帯当たりでは 191,638 円）

町民一人当たりに使われる町のお金

568,419 円
（1世帯当たりでは 1,333,741 円）

※町税額（13 億 4,377 万円）を令和 3 年 9 月
末現在の人口（16,453 人）、世帯数（7,012
世帯）で割ったものです。

※一般会計歳出総額（93 億 5,219 万円）を
令和 3 年 9 月末現在の人口（16,453 人）、
世帯数（7,012 世帯）で割ったものです。

予　算令 和3年 度

9 月 末 現 在

病院事業会計
収益的 資本的

収入予算額 21 億 6,891 万円 4億 4,848 万円
収 入 額 10 億 4,953 万円 2億円
収入執行率 48.4％ 44.6％
支出予算額 27 億 3,640 万円 6億 9,206 万円
支 出 額 10 億 5,449 万円 2億 5,176 万円
支出執行率 38.5％ 36.4％
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インターネットを活用して求人募集をしませんか？
　　「求人募集しているが、中々応募がない…」とお悩みの事業者のみなさま。
　求人募集の際は、是非以下のサイトを活用してください。

お問合せ　役場総合政策課政策調整室　☎62－2111（内線238）

■ Aomori Job

▽青森県が運営する就職情報サイト
　青森県へのＵＩＪターン求職者を主な対象に、求人
　情報や移住関連情報を掲載しています。

　・自社情報や求人情報を掲載し、ＰＲできます。

　・このサイトに掲載している求人により新規就業した
　　移住者に最大１００万円が移住支援金として支給
　　される制度があり、多くの閲覧が予想されます。

　・首都圏での移住希望者説明会等では、本サイトを
　　もとに求人情報を紹介します。

■八戸都市圏ジョブ市場

▽八戸圏域市町村が運営する就職情報サイト
　八戸圏域内の求人情報のみを掲載しています。

　・自社情報や求人情報を掲載し、ＰＲできます。

　・求職者も自身の情報を登録できるため、事業者側
　　から求職者を検索できます。

　・求職者は、勤務地を「五戸町」に絞り検索する
　　ことができます。

　・首都圏での移住希望者説明会等では、本サイトを
　　もとに求人情報を紹介します。

Aomori Job 八戸都市圏ジョブ市場 五戸町移住支援金 （企業向け）
移住支援金制度紹介

※五戸町役場では、上記サイトへの求人情報掲載の登録代行をしています。希望される事業者は、以下問合せ先までご連絡ください。 

令和3年度五戸町の未来を創る起業支援事業（2次募集）のお知らせ
　町では、五戸町に移住し起業する方や、町の需要に応えるため新たに起業する方に支援金を交付しています。

区　分 条　件 金額

　起業支援金 交付要件を全て満たしており、町内で起業して 12 か月以内
の事業者であること 30 万円

移住加算金 代表者が移住して 12 か月以内であること 20 万円

■対象の起業
　令和３年１月 13 日以降に起業した事業
　（令和４年１月 14 日時点において、起業した日から起算して
　12 か月以内であること）

■締切り
　令和４年１月 14 日（金）17 時必着
　※必要書類を役場総合政策課までご提出ください。

お問合せ　役場総合政策課地方創生班　☎62－2111（内線234・235）

※今回の募集では「空き家・空き店舗活用加算金」は
　ありませんのでご注意ください。

詳細は町ホームページをご覧ください。
QR コードからもアクセスできます



【圏域プチグルメ付き】
オンライン婚活クリスマス直前パーティー

■開催日程
　令和 3 年 12 月 18 日（土）
　20 代～ 30 代の方対象　13：00 ～ 15：00
　30 代～ 40 代の方対象　17：30 ～ 19：30
■開催方法　オンライン（Zoom）
■参加対象
　 ▽八戸圏域８市町村に在住又は通勤・通学する独身の方で
　　イベント開催日時点で、20 ～ 49 歳の独身の方。
■定 　 員  各回　男女各 5 名
■参 加 費　1,000 円
■申込締切　令和 3 年 12 月 10 日（金）
■備 　 考 　
　事前にご自宅まで圏域のプチグルメ詰め合わせをお送りします。
■お問合せ・申込先
　NPO 法人プラットフォームあおもり（運営事務局）
　ホームページ https://platform-aomori.org/online1218/
　※詳細につきましては、上記ホームページをご覧ください。

「五戸のおんこちゃん」年賀状大募集！

　おんこちゃんとシロに年賀状を送ってね。
　年賀状を送ってくれた方の中から、先着 400 名様に、
おんこちゃんたちからお返事が届くよ。
　さらに、その中から抽選で 50 名様におんこちゃんグッズ
をプレゼント！
　みんなからの年賀状、待ってます！

■宛先
　〒039－1513
　五戸町字古舘 21－1　おんこちゃん・シロ　宛て

■返信対象
　令和４年１月 14 日 ( 金 ) 到着分まで
　※年賀状へのお返事に時間がかかる場合があります。
　※この企画は、日本郵便㈱の「ご当地キャラに応援の
　　年賀状を書こう！」によるものです。

■お問合せ
　役場総合政策課　地方創生班
　☎62－2111　内線 235

要介護認定者に「障害者控除対象者認定書」を交付します

　所得税・町県民税の申告をする際に、この認定書を提出することにより、障害者控除を受けることができます。

■お問合せ
　役場介護支援課　介護支援班　☎62－7956（直通）

対象者

以下の要件を全て満たす方
▽町内に住所がある 65 歳以上の方
▽身体障害者手帳、愛護手帳及び精神障害者保健福祉手帳を持っていない方
▽令和３年 12 月 31 日（年途中で対象者が死亡された場合は死亡の日）において介護保険要介護 1 ～ 5 に認定されている方

手続き
認定書の交付を希望する方は、はんこ持参のうえ、役場介護支援課介護保険班にお越しください。
申請受付後、１週間程度で認定書を郵送いたします。なお、役場窓口でお受け取りを希望する際は、
前日までにお電話をお願いいたします。

令和４年度　放課後児童クラブ利用児童募集
■申請期間
　令和 3 年 12 月 1 日（水）から令和 4 年 1 月 31 日（月）

【ただし、土・日・祝日、令和 3 年 12 月 29 日（水）
～令和 4 年 1 月 3 日（月）を除く】　
※現在利用している児童も申し込みが必要です。

■利用対象
　①保護者など（65 歳未満の祖父母も含む）が就労
　　などにより、昼間家庭にいない小学生。
　②保護者が健康上などの理由により家庭での健全育成
　　が困難な小学生。
　③その他の理由により適当であると認められる小学生。
　※ただし、定員以上の申込みがある場合には、低学年・ひとり親
　　家庭等を優先しての選考となります。

■お問合せ
　役場福祉課　☎62－7955（直通）

■受付場所
　申込書に必要事項を記入の上、就労証明書等の添付書類とともに役場福祉課に提出してください。
　※申込関係書類は役場福祉課、川内・浅田・倉石各支所、各児童クラブにあります。　（町HPからもダウンロードできます。）

クラブ名 定員 開設場所 クラブ名 定員 開設場所

なかよしクラブ 80 人 五戸児童クラブ館
（五戸小学校敷地内） にこにこクラブ 30 人 上市川小学校

切谷内児童クラブ 40 人 切谷内児童クラブ館 倉石児童クラブ 40 人 倉石コミュニティセンター内
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診療科 氏　　名 職名・派遣元 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
内 科 安 藤 敏 典 院 長 消化器検査

新 井 田 修 久 院 長 代 理 消化器検査 ○ ○ ○ ○
佐 藤 和 則 副 院 長 ○ ○ ○ 消化器検査 ○
岡 本 一 雄 十 和 田 市 ○ ○ ○
応 援 医 師 八戸市民病院救命救急ｾﾝﾀｰ 12/28
坂 本 拓 矢 八 戸 市 民 病 院 ○
松 橋 昭 夫 仙 台 市 12/1・15

【糖尿病外来】坂 本 拓 矢 八 戸 市 民 病 院 予約制
【糖尿病外来】松 橋 昭 夫 仙 台 市 12/8・22
【循環器内科】三 浦 昌 人 東 北 大 学 教 授 12/3・10・17・24 予約制
【循環器内科】金 濱 　 望 八戸赤十字病院 12/13・27
【精   神   科】応 援 医 師 八 戸 市 民 病 院 12/14・28 午後 予約制
外 　 科 安 藤 敏 典 院 長 ○ 消化器検査 ○ 消化器検査

堂 地 大 輔 科 長 ○ ○
後 村 拓 眞 医 師 ○

【 泌 尿 器 科 】応 援 医 師 弘 前 大 学 ○
【 禁 煙 外 来 】安 藤 敏 典 院 長 午後　予約制
【無呼吸（いびき）外来】安 藤 敏 典 院 長 ○（新患は予約） ○
産 婦 人 科 井 戸 川 敏 彦 特 別 参 事 ○ ○ ○ ○ ○

応 援 医 師 東 北 大 学 12/10
小 児 科 笹 野 拓 也 科 長 ○ ○ ○ ○ ○
整 形 外 科 三 上 靖 隆 科 長 ○ ○ ○ ○ ○
脳 神 経 外 科 深 瀬 栄 一 副 院 長 ○ ○ ○ ○ ○
眼 科 応 援 医 師 東 北 大 学 ○ ○
耳鼻いんこう科 袴 田 真 理 子 八 戸 市 ○ ○
皮 膚 科 小 野 　 彩 東 北 大 学 ○ ○
○診療日・担当医等の予定は、都合により変更する場合がありますので、「五戸ちゃんねる」「五戸総合病院ホームページ」でご確認ください。

【受付時間】再来　７：３０～１１：００　新患　８：１５～１１：００
　●眼科外来（毎週火・金曜日）・・・・・・・・・・・・受付時間１０：００まで
　●小児科予約診療（月曜日～金曜日）・・・・・・・・・診療時間１５：００～１６：３０
　（ただし、健診等のため午後の診療をできない日がありますので、電話でご確認ください。)
　●褥瘡・ストーマケア外来：毎週月曜日（予約制）・・・受付時間　１３：００～１５：００
○他医療機関で受診している方は、紹介状をご持参ください。◎ 22 時以降の救急外来で点滴を要する患者さんは、入院とさせていただく場合があります。
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救急病院

五戸総合病院医師一覧表（外来診療）令和 3 年 12 月 1 日現在

救急指定病院
問 五戸総合病院　
☎ ６１－１２００

発熱患者専用電話番号　☎６１－１２０２
自宅で熱を計ってから来院をお願いします。
37.0℃以上の熱がある人は、事前に電話をしてください。敷 地 内
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の
げ
し
我
唖
然

小
林
静
枝（
市
川
道
十
文
字
）

哀
し
み
を
忘
れ
て
今
日
の
紅
を
引
く

大
釜
丸
子（
竹

原
）

一
年
の
苦
労
が
稔
る
一
等
米

伊
藤
あ
や
子（
川
原
町
）

足
跡
を
残
し
て
み
た
い
道
が
あ
る

川
村
俊
雄（
お
い
ら
せ
町
）

<

短
歌>

帰
り
道
大
丈
夫
と
意
気
込
ん
で

買
も
の
多
く
や
っ
ぱ
り
タ
ク
シ
ー
呼
ん
で

藤
村
ナ
ヲ（
鍜
冶
屋
窪
）

陽
が
あ
た
り
紅
葉
は
赤
く
も
え
る
よ
な

色
に
変
え
ら
れ
草
地
に
届
く

新
井
田
久
美
子（
下
タ
ノ
沢
頭
）

利
用
者
の
手
つ
な
ぐ
感
触
亡
き
母
と

手
つ
な
ぎ
歩
い
た
そ
れ
に
似
て
い
る

髙
橋
由
紀
子（
観
音
堂
）

白
髪
の
母
に
使
い
し
シ
ャ
ン
プ
ー
を

ま
だ
残
り
し
を
こ
の
手
に
と
り
て

髙
橋
由
紀
子（
観
音
堂
）

生
き
ん
と
す
力
を
見
す
る
厨
辺
の

葉
を
繁
ら
せ
る
人
参
の
蔕

遠
藤
加
奈
子（
沢

向
）

淋
し
さ
に
耐
え
る
日
多
い
コ
ロ
ナ
禍
に

友
の
電
話
を
浮
き
立
ち
て
と
る

橘　

京
子（
菖
蒲
川
）

朝
ご
と
に
餌
を
求
め
て
き
た
雀

み
の
り
の
今
は
苅
穂
の
庵
か

立
花
則
夫（
十
和
田
市
）

名
月
に
見
と
れ
つ
心
は
亡
き
夫
の

や
さ
し
き
笑
顔
に
思
い
寄
せ
お
る

畑
山
房
子（
中

市
）

夫
の
眼
を
間
近
に
見
し
は
初
め
て
の

眼
ぐ
す
り
を
さ
す
「
力
を
抜
い
て
」

向
山
恭
子（
下
モ
沢
向
）
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雇
用
・
募
集

■
採
用
予
定
日

令
和
４
年
４
月
１
日

■
職
種
及
び
採
用
予
定
人
員

▽
薬
剤
師

　

３
名
程
度

※
お
お
む
ね
40
歳
ま
で
の
方

▽
臨
床
検
査
技
師
　

１
名
程
度

※
お
お
む
ね
40
歳
ま
で
の
方

▽
助
産
師

　

２
名
程
度

※
お
お
む
ね
45
歳
ま
で
の
方

▽
看
護
師

10
名
程
度

※
お
お
む
ね
45
歳
ま
で
の
方

▽
認
定
看
護
師

・
感
染
管
理

　

１
名
程
度

・
認
知
症
看
護

　

１
名
程
度

※
お
お
む
ね
45
歳
ま
で
の
方

▽
診
療
情
報
管
理
士　

１
名
程
度

※
お
お
む
ね
35
歳
ま
で
の
方

■
受
験
資
格

▽
各
職
種
の
資
格
を
有
す
る
方
又

は
令
和
４
年
５
月
31
日
ま
で
に
資

格
を
取
得
す
る
見
込
み
の
あ
る
方

■
特
殊
勤
務
手
当

▽
薬
剤
師
…
薬
剤
業
務
手
当

▽
助
産
師
・
看
護
師
…
夜
間
看
護
手
当

▽
認
定
看
護
師
…
認
定
看
護
師
手
当

※
対
象
者
に
支
給

町
（
病
院
）
職
員
募
集

■
受
付
期
間

令
和
３
年
12
月
１
日
（
水
）

～
令
和
４
年
１
月
14
日
（
金
）

※
平
日
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時

ま
で（
郵
送
の
場
合
は
期
間
内
必
着
）

■
試
験
日

令
和
４
年
２
月
上
旬

※
受
験
者
に
直
接
通
知
し
ま
す
。

■
受
験
手
続

指
定
の
受
験
申
込
書
、
履
歴

書
・
身
上
書
、
資
格
所
有
者
は
各

種
資
格
の
免
許
証
・
認
定
証
の
写

し
、
資
格
取
得
見
込
の
方
は
、
卒

業
見
込
証
明
書
及
び
成
績
証
明
書

を
添
え
て
、
五
戸
総
合
病
院
管
理

班
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
受
験
申
込
書
等
は
、
五
戸
総
合
病

院
管
理
班
、五
戸
町
役
場
総
務
課
、

川
内
・
浅
田
・
倉
石
各
支
所
に
あ

り
ま
す
。
病
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

問
五
戸
総
合
病
院
管
理
班

☎
61

－

１
２
０
０　

内
線
３
３
１

税
金

　

仕
事
の
都
合
な
ど
で
平
日
の
時

間
内
（
午
前
８
時
15
分
か
ら
午
後

５
時
）
に
納
付
の
相
談
が
困
難
な

夜
間
納
税
相
談
窓
口
の
お
知
ら
せ

方
の
た
め
に
、左
記
の
と
お
り『
夜

間
納
税
相
談
窓
口
』
を
開
設
い
た

し
ま
す
。
税
金
を
納
付
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。
な
お
、
電
話
で

の
ご
相
談
も
お
受
け
し
ま
す
。

■
日
時

令
和
3
年
12
月
13
日
（
月
）
か
ら

17
日
（
金
）
の
5
日
間

午
後
5
時
か
ら
午
後
8
時
ま
で

■
場
所

役
場
１
階
税
務
課
窓
口

※
お
越
し
の
際
は
役
場
税
務
課
側

出
入
口
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
役
場
税
務
課

☎
62

－

７
９
５
４
（
直
通
）

開

催
情
報

　

町
で
は
令
和
４
年
表
彰
式
・
年

賀
交
換
会
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま

す
。
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
の

で
参
加
を
希
望
す
る
方
は
令
和
３
年

12
月
17
日
（
金
）
ま
で
に
役
場
総
務

課
へ
電
話
で
申
込
み
く
だ
さ
い
。

　

会
費
は
当
日
拝
領
し
ま
す
。

■
日
時

令
和
4
年
１
月
４
日
（
火
）

午
前
11
時
か
ら

五
戸
町
表
彰
式
及
び

年
賀
交
換
会
の
ご
案
内

■
場
所　

ア
ピ
ル
五
戸

■
会
費

２
０
０
０
円（
年
賀
交
換
会
参
加
者
）

■
申
込
み
・
問
合
先
…
役
場
総
務
課

☎
62

－

７
９
５
０
（
直
通
）

　

令
和
３
年
12
月
５
日
（
日
）

に
開
催
を
予
定
し
て
お
り
ま
し

た
、「
第
39
回
交
通
安
全
チ
ャ
リ

テ
ィ
ー
大
会
」
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め

中
止
と
い
た
し
ま
す
。

問
役
場
総
務
課

☎
62

－

２
１
１
１　

内
線
２
１
７

交
通
安
全
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー

大
会
の
中
止
に
つ
い
て

五
戸
町
子
育
て
メ
イ
ト
が
ク
リ

ス
マ
ス
会
を
開
催
し
ま
す
！
子
育

て
奮
闘
中
の
皆
さ
ん
、
子
育
て
メ

イ
ト
と
一
緒
に
親
子
で
楽
し
い
ひ

と
と
き
を
過
ご
し
ま
せ
ん
か
？

■
日
時

令
和
3
年
12
月
18
日
（
土
）

午
前
10
時
～
正
午

■
場
所　

町
立
公
民
館　

和
室

■
対
象

０
歳
～
就
学
前
の
お
子
さ
ん
と

保
護
者（
兄
弟
・
祖
父
母
の
方
も
大
歓
迎
）

■
定
員　

最
大
20
組

五
戸
町
子
育
て
メ
イ
ト
子
ど
も

フ
ェ
ス
タ
「
ク
リ
ス
マ
ス
会
」

※
児
童
の
人
数
が
25
人
に
な
り
次
第
締
切
り

■
参
加
費

子
ど
も
１
人
１
０
０
円（
お
や
つ
代
）

■
申
込
方
法

12
月
10
日
ま
で
に
各
地
区
の
子
育

て
メ
イ
ト
、
ま
た
は
役
場
福
祉
課
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。（
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
状
況
に
よ
り
中
止
と

な
る
場
合
は
お
知
ら
せ
し
ま
す
。）

問
役
場
福
祉
課

☎
62

－

２
１
１
１　

内
線
１
３
３

　

三
戸
郡
地
域
の
皆
様
へ
の
就
職

の
き
っ
か
け
作
り
の
イ
ベ
ン
ト
で
、

三
戸
郡
地
域
の
企
業
が
参
加
し
ま

す
。
求
職
中
の
皆
様
、
是
非
ご
参

加
く
だ
さ
い
。
な
お
、
事
前
申
込

み
が
必
要
で
す
の
で
、
左
記
連
絡
先

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
日
時

令
和
3
年
12
月
7
日
（
火
）

13
時
～
15
時

■
場
所

ア
ッ
プ
ル
ド
ー
ム
１
階　

競
技
場

■
申
込
み
・
問
合
せ
先

▽
三
戸
町
地
域
職
業
相
談
室

☎
０
１
７
９

－

20

－

０
２
５
５

▽
八
戸
公
共
職
業
安
定
所　

紹
介
第
一
部
門

☎
０
１
７
８

－

22

－

８
６
０
９　

41
＃

企
業
説
明
会
・
就
職
相
談
会

開

催

の

お

知

ら

せ



の
受
付
時
間
を
30
分
繰
下
げ
、
午

前
7
時
30
分
か
ら
午
前
8
時
ま
で

と
し
ま
し
た
の
で
、
ご
希
望
の
方

は
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
た
だ

し
、
子
宮
が
ん
検
診
は
行
い
ま
せ

ん
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※
令
和
3
年
度
の
健
診
は
2
月
18

日
ま
で
の
予
定
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。
直
前
の
お
申
込
み
は
定
員
や

問
診
票
の
送
付
等
に
よ
り
お
受
け

で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

お
早
め
に
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

※
町
の
が
ん
検
診
は
3
月
11
日

ま
で
受
診
で
き
ま
す
。

■
申
込
…
五
戸
町
健
診
セ
ン
タ
ー

☎
62

－

５
５
１
０　
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防
災
行
政
無
線
で
流
れ
た
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

防

災

行

政

無

線

を

も
う
一
度
聞
く
場
合

　

12
月
４
日（
土
）か
ら
10
日（
金
）

ま
で
は「
第
73
回
人
権
週
間
」で
す
。

　

昭
和
23
年
12
月
10
日
、
第
３
回

国
連
総
会
に
お
い
て
「
世
界
人
権

宣
言
」
が
採
択
さ
れ
ま
し
た
。
こ

れ
を
記
念
し
て
、
国
連
は
、
毎
年

12
月
10
日
を「
人
権
デ
ー
」と
定
め
、

加
盟
国
に
対
し
人
権
擁
護
活
動
を

推
進
す
る
た
め
の
各
種
行
事
を
実

施
す
る
よ
う
要
請
し
て
い
ま
す
。

　

我
が
国
に
お
い
て
は
、
法
務
省

と
全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

が
、
関
係
機
関
等
の
協
力
を
得

て
、「
人
権
デ
ー
」
を
最
終
日
と

す
る
１
週
間
を
「
人
権
週
間
」
と

定
め
、
世
界
人
権
宣
言
の
意
義
を

訴
え
る
と
と
も
に
人
権
尊
重
思
想

の
普
及
高
揚
の
た
め
相
談
所
の
開

設
、
街
頭
啓
発
な
ど
各
種
行
事
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

　

五
戸
町
で
は
、
人
権
週
間
の
行

事
と
し
て
、
特
設
人
権
相
談
所
を

開
設
し
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
、

秘
密
は
守
り
ま
す
。
困
り
ご
と
が

あ
っ
た
ら
一
人
で
悩
ま
ず
、
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

第
73
回
人
権
週
間
の
お
知
ら
せ

お

知
ら
せ

農地の買い手募集

五戸町字筒口川原 93 番 田  2,719㎡

※買い手には農業経営面積等の条件（あっせん基準）があります。

■申込期限　令和 3 年 12 月 23 日（木）
問五戸町農業委員会事務局　☎ 62 － 2111（内線 272）

　

町
で
は
、
若
い
世
代
が
安
心
し
て

子
ど
も
を
生
み
、
育
て
ら
れ
る
環
境

づ
く
り
を
目
指
し
、
現
に
五
戸
町
に

居
住
し
引
き
続
き
住
所
を
有
す
る
意

思
の
あ
る
世
帯
で
、
新
生
児
に
つ
き

出
生
届
を
提
出
し
た
方
に
、
新
生
児

祝
金（
新
生
児
１
人
に
対
し
５
万
円
）

を
交
付
し
て
お
り
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
方
に
は
、
役
場
住

民
課
か
ら
手
続
き
に
必
要
な
書
類

を
後
日
送
付
い
た
し
ま
す
の
で
、

必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
返
信

用
封
筒
に
て
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

問
役
場
住
民
課

☎
62

－

２
１
１
１　

内
線
１
１
１

『
五
戸
町
新
生
児
祝
金
』

の

交

付

に

つ

い

て

■
特
設
人
権
相
談
所
開
設
の
お
知
ら
せ

▽
日
時

　

令
和
3
年
12
月
7
日
（
火
）

　

13
時
30
分
～
15
時
30
分

▽
場
所　

町
立
公
民
館

▽
相
談
員　

人
権
擁
護
委
員

問
役
場
住
民
課

☎
62

－

２
１
１
１　

内
線
１
１
１

　

青
森
県
は
地
域
の
方
々
に
対
し

て
地
球
温
暖
化
の
知
識
の
普
及
や

エ
コ
活
動
の
紹
介
・
助
言
を
す
る

第
11
期
青
森
県
地
球
温
暖
化
防
止
活
動
推
進
員

（
あ
お
も
り
ア
ー
ス
レ
ン
ジ
ャ
ー
）を
募
集
し
ま
す
！

青
森
県
地
球
温
暖
化
防
止
活
動
推

進
員
（
あ
お
も
り
ア
ー
ス
レ
ン

ジ
ャ
ー
）
を
募
集
し
ま
す
。
地
域

に
密
着
し
た
活
動
に
取
り
組
み
た

い
方
、
エ
コ
・
省
エ
ネ
に
興
味
の

あ
る
方
か
ら
の
ご
応
募
を
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。

■
任
期

　

令
和
4
年
4
月
1
日
（
金
）

～
令
和
6
年
3
月
31
日
（
日
）

■
募
集
期
間

　

令
和
3
年
12
月
1
日
（
水
）

～
令
和
4
年
1
月
31
日
（
月
）

■
そ
の
他

　

こ
の
ほ
か
推
進
員
の
要
件
・
応
募

方
法
及
び
選
考
方
法
・
提
出
先
・
問

合
せ
先
に
つ
い
て
は
次
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー

ド
又
は
「
第
11
期
あ
お
も
り
ア
ー
ス

レ
ン
ジ
ャ
ー
」
で
検
索
し
、
青
森
県
庁

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

12
月
24
日
（
金
）
に
発
行
予
定

の
広
報
ご
の
へ
ま
ち
12
月
号
に
記

事
の
掲
載
を
希
望
す
る
方
は
12
月

8
日
（
水
）
ま
で
に
左
記
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
宛
に
原
稿
等
の
資
料
を

添
付
し
て
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▽koho@
tow
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【今月のおすすめ】

東京ゴースト・シティ
（バリー・ユアグロー／著　新潮社）
コロナ禍とオリンピックで大揺れに揺れる東
京を訪れた米国人作家夫婦が出会ったのは、
ニッポンが誇る文化的英雄の幽霊たち。陽気
な彼らは、どこへ導こうとしているのか ? 

■一般　■ヤングアダルト
顔ハメ百景 青森 最果てワンダー編 （塩谷 朋之）
立花隆 最後に語り伝えたいこと （立花 隆）
塩の料理帖 味つけや保存、体に優しい使い方がわかる （角田 真秀）
工芸王国金沢・能登・加賀への旅 （木村 ふみ 他）
打ち返す力 最強のメンタルを手に入れろ （水谷 隼）
魔の山 （ジェフリー・ディーヴァー）
砂に埋もれる犬 （桐野 夏生）
国萌ゆる 小説原敬 （平谷 美樹）
クレタ島の夜は更けて （メアリー・スチュアート）
ディープフェイク （福田 和代）

■児童
お金でわかる ! ザワつく ! 日本の歴史 ( 本郷 和人 )
自動車のひみつ ( 廣田 幸嗣 )
なんで英語、勉強すんの ? (鳥飼 玖美子)
チイの花たば ( 森 絵都 )
クリスマス・ピッグ (J.K.ローリング)
はじめてのおともだち (みなみ あきこ)
わたしのバイソン (ガヤ・ヴィズニウスキ)
たいやきのちから ( 園 りんご )
とうみんホテルグッスリドーゾ (かめおか あきこ)
おべんとうバスのかくれんぼ (真珠 まりこ)

海のアトリエ
（堀川　理万子／著　偕成社）
おばあちゃんの部屋に飾ってある女の子の
絵。「この子はだれ ?」と聞いてみると、お
ばあちゃんは、子どものころの特別な思い出
を話してくれて…。海が見えるアトリエで、
絵描きさんと過ごしたたいせつな 1 週間を
描いた絵本。

今年の健診、受けましたか？
■健診を受けない理由にしていませんか？

時間がないという『あなた』！！
健診にかかる時間は 1 ～ 2 時間程度！土曜日でも受けられる所もあります。
自分は、大丈夫という『あなた』！！
日本人 3 人に 1 人は病気を抱えながら働いています。病気の
ほとんどは、症状がなく進行するので、毎年健診で小さな
兆候を見つけることが大切。
病院に行っているから大丈夫という『あなた』！！
病院は悪い所を診る場所で、健診は悪い所を早く見つける場所です。
より多くの検査をしたい方は、五戸町健診センターの国保ドックを
オススメします。

やせてるし、今まで風邪も引いたことないから
健診は受けなくてもいいや！

　「インセンティブ（報酬）制度」を知っていますか？これは、
健康づくりの取組みを国民健康保険税に反映させる国の制度で
す。健康づくりの取組みが得点化※され、もし得点が低いと国
からペナルティが課され、国保の運営費が高くなってしまいます。
　五戸町は、一人当たりの医療費が高く国保の運営費が赤
字となっているため、このままでは、五戸町国保加入者の
保険税を上げなければいけない事態になりかねません。

忙しくて時間がとれないなぁ

去年も受けて問題なかったから
今年の健診はいいか！

いつも病院に行っているから健診は受けなくていいか！

■特定健診の受診率が低いと国民健康保険税が高くなる？

1. 特定健診・がん検診の受診率
2. 特定保健指導の実施率
3. 特定保健指導対象者の減少率
4. 健診で要精密検査となった方の医療機関受診率
5. ジェネリック医薬品の使用率

　健診で病気やその発症リスクに早く気づき、特定保健指導を
利用して生活習慣の改善を図ることや病院で精密検査を早期に
受けることで、医療費が高額になることを防ぐことができます。
　特に五戸町は、特定健診や特定保健指導の受診率が低い
現状となっており、実際に平成 29 年度の 1 人あたり医療費
は県内で 2 番目に高い結果となっています。

※健康づくりの取組みの主な得点化の指標

お問合せ　役場健康増進課　☎ 62 － 7958（直通）
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五戸ケーブルテレビのお知らせ
◆建物を売却する前に…
　五戸ケーブルテレビを契約している建物を売却・譲渡等して所有者が変わる際
には、「加入者名義の変更」が必要です。この手続きをしないと、前の所有者に
書類が届いたり、利用料が請求されたりしますので、ご注意ください。

◆五戸ちゃんねるについて
　五戸ちゃんねる（11ch）は五戸ケーブルテレビにご加入の全ての方に無料で提
供しています。五戸ケーブルテレビは加入者全員から集める利用料でその施設の
維持管理を行っています。五戸ケーブルテレビの運営についてご理解とご協力を
お願いします。番組表はデータ放送やホームページで公開しています。

◆ケーブルテレビの調子が悪い時は…
≪ケーブルテレビ故障受付≫

☎ 0120 － 506 － 016
24 時間　365 日受付

◆五戸ちゃんねるについては…
≪役場総合政策課≫
☎ 62 － 7952（直通）

平日 8 時 15 分～ 17 時 00 分

・人口　※（　）内は前月比 前月出生数
総 人 口 16,443 人  － 10
男 性 7,920 人  ＋  5 8 人
女 性 8,523 人  － 15 3 人

・世帯数　※（　）内は前月比

7,014 世帯  － 2

数字で見る！

・県内の交通事故概況 ※（　）内は前年比

9 月中 年間累計
発 生 186 件（－ 6）1,702 件（＋ 7）
死 者 0 人（－ 5） 15 人（－ 5）
傷 者 224 人（－ 1）2,044 人（－ 4）

※令和 3 年 9 月 30 日現在

※令和 3 年 11 月 1 日現在

ごのへ★スポーツナビゲーション
★第29回五戸町長杯争奪ソフトバレーボール大会参加チーム募集

　町民の親睦を図るとともに、生涯スポーツとしてソフトバレーボール
に親しみ、冬季の運動不足解消や健康維持を目的とした、標記大会
の参加チームを募集いたします。是非、ご参加ください。

開 催 日 時
令和 3 年 12 月 18 日（土）、19 日（日）
受付：8 時 45 分　試合開始 9 時 30 分
※申込チーム数が 16 チーム未満の場合は 19 日のみの開催

開 催 場 所 倉石スポーツセンター　アリーナ
参 加 資 格 代表者が五戸町、新郷村在住又は勤務している方

チーム編成

・競技者は４名、選手登録は８名以内
・バレーボール協会員はインプレー中、男女各１名
  まで出場可能
・インプレー中は必ず女性１名を出場させること

参 加 費 １チーム　2,000 円（参加申込時に徴収します）
申 込 方 法 参加申込書に所要事項を記入し、下記へお申し込みください。

申 込 期 限
令和 3 年 11 月 30 日（火）まで
※参加申込書は、五戸ドーム又は公社ＨＰに準備してあります。
※受付時間は、8 時 15 分から 21 時（水・日曜日は 17 時）まで

そ の 他
・新型コロナウイルス感染症の感染状況により、
　大会を中止にする場合があります。
・審判は、帯同審判とします。

★年末年始休業のお知らせ

　令和 3 年 12 月 29 日（水）から令和 4 年 1 月 3 日（月）まで、全施設
（ひばり野公園・五戸ドーム・ひばり野スポーツ交流センター・倉石スポー
ツセンター）休業となりますのでご了承ください。

★12月休館日

五戸ドーム：1日、8 日、15 日、22 日
倉石スポーツセンター：15 日

公益財団法人五戸町スポーツ振興公社
五戸町スポーツクラブ
TEL 62-2301　FAX 62-2365

★お問合せ

今月号から

毎月1話ずつ掲載
します！
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株式会社グローバルフィールド
職 種 地域産品の加工品製造
採 用 人 数 1名
賃 金 822 円～ 850 円

就 業 場 所 〒 039 － 1512
五戸町字西ノ沢 6番地 1

就 業 時 間 以下①・②のいずれか
① 8：30 ～ 17：00　② 8：30 ～ 12：00

休 日 土曜日、日曜日、祝日
他会社カレンダーどおり

申込・問合

株式会社グローバルフィールド　担当：川崎
TEL：0178 － 61 － 1511
FAX：0178 － 61 － 1512
E-mail：aomori-syamorock@globalfield.co.jp　

そ の 他 週 3～ 5日程度の勤務になります（要相談）

株式会社グローバルフィールド
職 種 ブランド鶏　青森シャモロックの飼育
採 用 人 数 1名
賃 金 822 円

就 業 場 所 〒 039 － 1522
五戸町字苗代沢 3番地 334

就 業 時 間 8：00 ～ 16：45
休 日 シフト制

申込・問合

株式会社グローバルフィールド　担当：川崎
TEL：0178 － 61 － 1511
FAX：0178 － 61 － 1512
E-mail：aomori-syamorock@globalfield.co.jp　

そ の 他 週 2～ 4日程度の勤務になります（要相談）

町 HP では他企業の情報も掲載しております
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最大55万円！新社会人ふるさと定住奨励金の申請について
　町では、若い世代の町内定住の促進を図り、人口減少に歯止めをかけ、持続可能な地域づくりを進めるため、令和 2年度
以降に学校教育法に規定する大学・短期大学・高等専門学校・高等学校専攻科（以下、「大学等」という。）を卒業し（見込みを
含む）、かつ就労や定住条件を満たす方を対象に、最大 55 万円の「新社会人ふるさと定住奨励金」を交付します。

■交付対象者
　令和 2 年度以降に大学等を卒業し（見込みを含む）、卒業年度末日から 3 年以内に、五戸町に定住を開始し

（以前からの定住を含む）かつ県内企業等（国・地方公共団体を含む）に正社員として就職（町内の自営業又は農
業への就労を含む）した 30 歳未満の者

県内の高等専門学校の例……国立八戸工業高等専門学校（県内１校）
県内の高等学校専攻科の例…千葉学園高等学校看護専攻科（県内４校）

■奨励金の額及び交付の要件
　五戸町出身の交付対象者：最大 55 万円　　町外出身の交付対象者：最大 45 万円

　 ▽県内就職内定奨励金　10 万円（五戸町出身者のみ）　　　　　　　　　　　　　
　　大学等在籍中に県内企業等の内定を受け、卒業年度末日までに五戸町に定住する

　 ▽ふるさと定住奨励金　15 万円（五戸町出身者又は町外出身者）
　　県内企業等に就職し、五戸町に定住する
　　※大学等在籍中の方は、内定の場合でも交付を受けることができます。

　 ▽ふるさと定住継続奨励金　10 万円×最大 3 回（五戸町出身者又は町外出身者）
　　ふるさと定住奨励金の交付確定日から一定期間継続して定住する
　　※交付確定日から 200 日で 10 万円、以後 1 年継続するごとに 10 万円を交付

五戸町出身…五戸町立小学校又は中学校に在籍したことがある方、又は青森県立五戸高等学校を卒業した方

■申請手続き
　令和 3 年度大学等卒業見込みの方は、令和 3 年 12 月 1 日（水）から令和 4 年 3 月 11 日（金）までに、下記の必
要書類を準備し、総合政策課政策調整室までご提出ください。令和 2 年度大学等卒業した方の受付は随時しており
ます。①②の書類は、総合政策課、各支所及び町ホームページに設置しております。

　①新社会人ふるさと定住奨励金交付申請書兼請求書

　②就職（内定）証明書 ※就職（内定）事業所からの記入押印が必要となります。

　③大学等卒業（見込）証明書又は自営業就労・農業就労（予定）証明書　

　④本人確認書類の写し（マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証のいずれか）

　⑤振込先の通帳表紙及び見開き 1 ページ目の写し

　⑥青森県立五戸高等学校卒業証明書
　　※五戸町立小中学校を在籍していない場合であって、県内就職内定奨励金の申請をする方のみ

　⑦資格取得がわかる書類
　　※資格取得が採用条件とされる方のみ、取得後速やかに提出

お問合せ　役場総合政策課政策調整室　☎62－2111（内線237）

詳細は町ホームページをご覧ください。
QR コードからもアクセスできます。



行事についてのお問い合わせ先　五戸町役場　☎ 62-2111

行事についてのお問い合わせ先　五戸町役場　☎ 62-2111

日 記念日等 行事等

18 土 国連加盟記念日 ● 五戸町子育てメイト子どもフェスタ「クリスマス会」10：00 ～ 12：00 町立公民館　和室

19 日 食育の日

20 月 道路交通法
施行記念日

21 火 回文の日

22 水 冬至 4 か月児健康診査（令和 3 年 8 月生）  12：30 ～ 12：45 受付 町立公民館

23 木 上皇誕生日

24 金 学校給食記念日
● トコトコ教室（豊間内地区）  9：30 ～ 11：30 豊間内地区コミュニティセンター

● まち・カフェ 10：00 ～ 12：00 町立公民館

25 土 クリスマス

26 日 ボクシングデー

27 月 寒天発祥の日

28 火 御用納め ● 行政相談 13：00 ～ 15：00 町立公民館　児童室

29 水 福の日

30 木 地下鉄記念日

31 金 大晦日

日 行事等

1 土
2 日
3 月
4 火
5 水
6 木 とことん元気教室（石沢・中市地区） 9：30 ～ 11：30 石沢地区公民館

みんなの保健室 13：00 ～ 15：00 役場健康増進課

日 行事等

7 金 トコトコ教室（浅田地区）  9：30 ～ 11：30 浅水活性化
センター

8 土
9 日 おはなし会 10：30 ～ 11：00 図書館

10 月
11 火 行政相談 10：00 ～ 12：00 倉石コミュニティセンター 

作法室

12 水 1 歳 6 か 月 児 健 康 診 査 
（令和 2 年 6 月～ 7 月生）  12：30 ～ 12：45 受付 町立公民館

1 月の主な行事
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令和 3 年度
12月

日 記念日等 行事等

1 水 いのちの日

2 木 日本人宇宙
飛行記念日

● みんなの保健室 13：00 ～ 15：00 役場健康増進課

3 金 プレイステーション
発売日

● トコトコ教室（川内地区）  9：30 ～ 11：30 瑞穂館

4 土 フ ラ ン ク・
ザッパの日

5 日 世界土壌デー

6 月 音の日

7 火 クリスマス
ツリーの日

● 特設人権相談 13：30 ～ 15：30 町立公民館

8 水 ダイムバッグ・
ダレルの日

3 歳児健康診査（平成 30 年 4 月～ 5 月生）  12：30 ～ 12：45 受付 町立公民館

9 木 マウスの日
● 移動図書館巡回日  9：00 ～ 12：00 地区巡回

● とことん元気教室（石沢・中市地区）  9：30 ～ 11：30 石沢地区公民館

10 金 世界人権デー ● トコトコ教室（浅田地区）  9：30 ～ 11：30 浅水活性化センター

11 土 百円玉記念日 ● 冬の交通安全県民運動（12 月 11 日～ 20 日）

12 日 わんにゃんの日 ● おはなし会 10：30 ～ 11：00 図書館

13 月 サイバーマンデー ● ホッとセンターあ・そ・ぼ 10：00 ～ 12：00 町立公民館　児童室

14 火 南極の日 ● 行政相談 10：00 ～ 12：00 倉石コミュニティセンター　作法室

15 水 観光バス記念日

16 木 電話創業の日 ● みんなの保健室 13：00 ～ 15：00 役場健康増進課

17 金 飛行機の日
● トコトコ教室（旧町内地区）

 9：30 ～ 11：30

13：30 ～ 15：30
町立公民館

● とことん元気教室（又重地区）  9：30 ～ 11：30 倉石温泉

今月の納期
納期限 12月 27 日（月）

町県民税 第 4期 国民健康保険税 第 6期

下水道事業受益者負担金 第 2期



後期高齢者医療被保険者のみなさまへ
薬の飲み合わせに注意が必要な方及び多くの薬を服用されている方へ

　①同時期に複数の医療機関から薬を処方され服用していると、飲み合わせが悪く薬の効果が十分に得られなかっ
たり、薬が効きすぎたりして重い副作用を引き起こすことがあります。

　②同時期に複数の医療機関から薬を処方され服用する薬の種類が多くなると、わからないまま同じ成分の薬を
たくさん飲んでいたり、飲み合わせが悪い薬を飲んでいたりすることがあります。

　問合せ先：青森県後期高齢者医療広域連合　☎ 017 － 721 － 3821

新たに後期高齢者医療制度に加入する方の保険料の納め方について
　保険料は年金からの天引き（特別徴収）が原則ですが、新たに後期高齢者医療制度に加入する方は年金からの
天引きが開始されるまで時間がかかるため、加入当初は納付書で納めていただくことになります。
　口座振替を希望される場合は手続きが必要です。これまで国民健康保険税（料）を口座振替で納めていた方も、改めて手続きが必要です。

　保険料の納付にお困りの方は市町村窓口へご相談ください。災害により住宅等に著しく損害を受けたり世帯主の
収入が著しく減少した場合など、保険料の減免が認められることがあります。保険料を滞納すると通常より有効
期限が短い保険証が交付されることがあります。

保険料は納期限内に納めましょう

お問合せ　役場住民課　☎62－7959（直通）

五戸消防署からのお知らせ　住宅用火災警報器について
　全国の住宅火災による死者は毎年 1,000 名を超えており、そのうち約 6 割の方は「逃げ遅れ」が原因で亡くなって
います。住宅用火災警報器は、設置することによって早期に火災の発生を知ることができ、逃げ遅れによる死者を
防ぐ切り札とも言えるものです。設置されていない方は早急に設置し、あなたの住まいと生命を火災から守りましょう。

■住宅用火災警報器は 10 年を目安に交換をおすすめします
　平成 20 年 6 月 2 日からすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務化と
なり、設置から既に 10 年を経過している住宅もあると思われます。古くなる
と製品の寿命や電池切れなどで火災を感知しなくなることがあり、とても危険
です。10 年を目安に交換しましょう。
　現在は従来の煙感知式と熱感知式の住宅用火災警報器の他に、機能が強化された連
動型もあり、1 台の警報器が火災を感知すると、全ての火災警報器が警報音を発します。

■日頃から点検をお願いします
　住宅用火災警報器にホコリなどがつくと感知しづらくなります。日頃から
乾いた布で拭きとるよう心掛けましょう。

■一か月に一度を目安に作動テストをお願いします
　住宅用火災警報器のボタンを押す（ひもを引くタイプもあります。）と作動
音が鳴ります。メーカーや機種によって点検方法が異なる場合もありますの
で、取り扱い説明書を確認してから点検して下さい。
　音が鳴らない場合は電池切れや機器の故障が考えられます。電池を交換するか、
本体ごと交換して下さい。（電池が切れそうになったら音などで教えてくれるものもあります。）

お問合せ　五戸消防署　☎62－3140

高齢の方、目や耳の不自由な方には光や
振動で火災を知らせる機器があります。詳しくは八戸消防 HP をご覧ください。

https://www.city.hachinohe.aomori.jp/section/koiki/shobo/




